
奈良先端科学技術大学院大学履修証明プログラム規程 
 

平成２７年１１月２６日 
規程第  １１  号 

 
（趣旨） 
第１条 この規程は、奈良先端科学技術大学院大学学則（平成１６年学則第１号。

以下「学則」という。）第７３条第２項の規定に基づき、奈良先端科学技術大

学院大学（以下「本学」という。）において特別の課程として編成される履修

証明を行うプログラム（以下「履修証明プログラム」という。）に関し必要な

事項を定める。 
 
（開設） 
第２条 履修証明プログラムは、社会人等の本学の学生以外の者（以下「社会人

等」という。）を対象として、体系的な知識、技術等の習得を目指す教育プロ

グラムとする。 
２ 履修証明プログラムは、研究科が開設するものとする。 
３ 研究科は、総合情報基盤センター、学内共同教育研究施設、教育推進機構、

研究・イノベーション推進機構又は国際連携・人材開発推進機構と共同して、

履修証明プログラムを開設することができる。 
 
（編成要件） 
第３条 履修証明プログラムは、本学が開設する講習若しくは授業科目又はこ

れらの一部（以下「講習等」という。）により体系的に編成するものとする。 
２ 履修証明プログラムを構成する講習等の教育水準は、研究科における授業

科目と同程度とする。 
３ 履修証明プログラムを構成する講習等の総時間数は、６０時間以上とする。 
 
（履修期間等） 
第４条 履修証明プログラムの履修期間は、一の学期又は一の学年を標準とす

る。 
２ 履修証明プログラムの定員は、他の教育に支障がない範囲で定めるものと

する。 
 
（開設等手続） 
第５条 研究科長は、履修証明プログラム実施計画書（別紙様式第１号）を作

成し、学長の承認を得るものとする。履修証明プログラム実施計画を変更し

ようとするとき、又は履修証明プログラムを廃止しようとするときも同様と

する。 
 



（履修資格） 
第６条 履修証明プログラムの履修資格は、大学を卒業した者又はこれと同等

以上の学力を有すると研究科において認めた者とする。 
２ 前項の規定のほか、履修証明プログラムの内容に応じて、必要とする資格等

を定めることができる。 
 
（履修手続） 
第７条 履修証明プログラムの履修を希望する者は、指定された期日までに、願

書に前条の履修資格を有することを証する書類その他必要な書類を添えて、

研究科長に願い出なければならない。 
２ 本学の学生が履修証明プログラムの履修を希望する場合は、社会人等の履

修を妨げない範囲において、その履修を認めることができる。 
 
（履修者の許可） 
第８条 前条第１項の願い出があったときは、教授会において選考の上、研究科

長が履修を許可する。 
 
（履修者証） 
第９条 社会人等の履修者は、所定の履修者証の交付を受け、受講時は携帯しな

ければならない。 
 
（受講料） 
第１０条 受講料は、履修証明プログラムごとに別に定める。 
２ 受講料は、指定の期日までに納付しなければならない。 
３ 納付済みの受講料は、返還しない。 
４ 教材、実験、実習等に要する費用は、必要に応じて履修者の負担とすること

ができる。 
 
（授業科目の単位認定） 
第１１条 履修証明プログラムに含まれる授業科目について、その単位の修得

を希望する者は、奈良先端科学技術大学院大学科目等履修生規程（平成１６年

規程第２６号）に基づき、科目等履修生としての出願手続を行うものとする。 
 
（修了の認定及び履修証明書の交付） 
第１２条 研究科が定めた修了要件を満たした者には、学長が修了の認定を行

う。 
２ 学長は、修了の認定をした者に履修証明書（別紙様式第２号）を交付する。 
 
（名称等の公表） 
第１３条 履修証明プログラムの編成に当たっては、当該プログラムの名称、目



的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習等の方法、修了要件、実施体制そ

の他研究科が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。 
 

（履修者情報の管理） 

第１４条 研究科は、履修が許可された日付及び修了認定の有無その他の必要

な事項を記録した履修者登録票を作成するものとする。 

２ 履修者登録票は、２０年間保存しなければならない。 

３ 研究科は、履修者名簿を作成し、教育支援課に提出するものとする。 

 
（実施体制の整備） 
第１５条 研究科は、履修証明プログラムの編成、運営及び実施状況の評価並び

に履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備するものとする。 
２ 研究科は、履修証明プログラムの内容の向上を目的として、当該プログラム

において定める履修期間ごとに自己評価を行い、評価結果を学長に報告する

こととする。 
 
（雑則） 
第１６条 この規程に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必

要な事項は、別に定める。 
 
 

附 則 
この規程は、平成２７年１１月２６日から施行する。 

附 則 
この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則 
この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は、令和７年１０月１日から施行する。 
 

  



別紙様式第１号（第５条関係） 
 

（元号）  年  月  日  
 
 

奈良先端科学技術大学院大学履修証明プログラム実施計画書 
 
 
 学 長    殿 
  
 

先端科学技術研究科長 
○ ○ ○ ○    

 
 

「    （プログラム名）    」実施計画書の提出について 
 
 
 奈良先端科学技術大学院大学履修証明プログラム規程第５条の規定に基づき、

標記の実施計画書を提出します。 



「    （プログラム名）    」実施計画書 
 
 
１ プログラム責任者（所属、職名、氏名） 
 
 
２ 開設時期 
 
 
３ プログラムの時間数 
   総時間数：○○○時間 
    《内訳》 講習：○○時間 
         授業：○○時間 
 
 
４ プログラム開設の背景・社会的ニーズ 
 
 
５ 主な対象者 
  （主にどのような者の受講を期待して開設するものか記載すること。） 
 
 
６ 特別に定める履修資格 
  （大学院入学資格を準用するほか、特別に履修資格を定める場合には、その内容を記載

すること。） 
 
 
７ 履修者の選考方法 
 
 
８ 履修証明書の授与方針（プログラムの修了要件） 
  （養成すべき人材像並びに受講の成果として備えるべき能力、知識及び技能について記

載すること。また、定量的な修了要件（計○○時間以上の受講、試験で平均○○点以

上等）についても設定し、記載すること。） 
 
 
９ 履修証明書の内容 
  別紙のとおり 
 
 



１０ プログラムの編成方針 
  （「８ 履修証明書の授与方針（プログラムの修了要件）」と各講習等の到達目標との整

合性について記載すること。また、各講習等のシラバスを添付すること。） 
 
 
１１ 職能団体や地方公共団体、企業等との連携の有無（有の場合はその内容） 
 
 
１２ 修了後に期待されるキャリア形成のイメージ 
  （取得することが期待される資格や、就くことが期待される職務・地位等について具体

的に記載すること。） 
 
 
１３ 募集定員 
 
 
１４ 募集時期 
 
 
１５ 受講料及び納付期限 
 
 
１６ 予算計画 
 
 
１７ 講習等評価（履修者による評価）項目 
 
 
１８ 実施体制（第１５条関係）



別紙様式第２号（第１２条第２項関係） 
 

第       号 
 
 

履 修 証 明 書 
 
 

氏 名  
年  月  日生  

 
 
 学校教育法第１０５条の規定に基づき、本学所定の下記プログラムを修めたことをここ

に証する 
 

記 
 
 プログラムの名称 
 
 
 プログラムの概要 
   
 
 履修期間 
 
 
 履修時間数 
 
 

（元号）  年  月  日         
 

            奈良先端科学技術大学院大学長          


